
［教職員・福利課］

学校長は終了報告書及び日誌を県教育長に提出(市町村立学校は市町村教委経由)

職場復帰サポートシステムについて

１ 目的

精神疾患による休職等から職場復帰をしようとする場合に、心と身体を学校生活に徐々

に慣らす機会を設けることで、職場復帰への不安を少なくし、スムーズに復帰できるよう

に支援を行うもの

２ 対象者

(1)精神疾患を原因とする休職から復帰しようとする教職員

(2)精神疾患を原因とする病気休暇(引き続き120日を超える病気休暇に限る。ただし、

県教育長が特に必要と認める場合にあってはこの限りではない。)から復帰しようと

する教職員

３ 実施期間

原則４週間（公立学校教職員心の健康対策委員会の意見を聴き必要に応じ変更）

４ サポートシステムの実施内容及び流れ

(1)県教委事務局への実施の事前連絡(復帰希望日の約３ヶ月半前)、日程調整

(市町村立学校は市町村教委経由)

(2)実施手続（復帰希望日の約３ヶ月前に文書等を提出）、実施可否の決定

(3)サポートシステム実施・実施の管理（復帰希望日の約２ヶ月前に開始）

(4)サポートシステム終了（復帰希望日の約１ヶ月前）

(5)心の健康対策委員会による面談

(6)復帰後の状況把握・支援

⑤教育長意見書

①実施願
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学校長

市町村教委

◇実施期間初日の1月前までに

①～④(⑤)の提出

◇実施について可否の決定

心の健康対策委員会委員から

実施にあたっての意見聴取

県教育長

◇計画書に基づき、所属校で職場復帰

に向けて徐々に心と身体を慣らす。

対象者
◇県(市町村)教委、主治医、対象者及び家族

等との連絡

◇実施状況の把握、日誌の記録

学校長

◇県教育長が指定する日（原則、サポートシステム終

了後１週間以内）に委員との面談

対象者
◇復帰にあたっての留意事項等アドバイス

◇県教育長に対し復帰可否の意見具申

委員

◇県教育委員会として職場復帰可能と判断

◇復帰手続(小中学校課・高等学校課)

◇安定的な継続勤務のための支援

◇勤務状況報告書の提出(県教育長が必要と認める場合)

学校長



(1)事前連絡

(2)実施手続き

(3)サポート
     実施

(4)サポート
     終了

(5)面談

(6)復帰

約1ヶ月前約２ヶ月前約３ヶ月前約３ヶ月半前

復帰手続き
約３週間

サポート期間
４週間

実施可否決定
約４週間

文書等準備
約2週間
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